
 

東京大学総長選考会議内規 

（平成１６年４月１日東大規則第５号） 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 総長の選考及び解任の申出並びに総長の中間評価は、東京大学総長選考会議（以

下「選考会議」という。）がこの内規により行う。 

（議事） 

第２条 選考会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができ

ない。 

２ 選考会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。た

だし、第１２条により解任の申出をする場合及び第１７条によりこの内規の改廃につい

て議決する場合には、出席委員の３分の２以上の多数により決定しなければならない。 

第２章 総長選考 

（選考の事由） 

第３条 総長の任期が満了する場合には、選考会議は、総長の選考を行う。総長が辞任を

申し出た場合、解任された場合、又は欠員となった場合も同様とする。 

（選考基準） 

第４条 選考会議が総長の選考を行うに当たっては、求められる総長像をあらかじめ提示

し、選考の基準を明らかにするものとする。 

（選考の開始の公示） 

第５条 選考会議は、総長の任期が満了する場合はその６月前までに、総長が辞任を申し

出た場合、解任された場合又は欠員となった場合は、その日からすみやかに、選考の開

始を公示する。 

（代議員会からの推薦） 

第６条  選考会議は、第１次総長候補者（以下「第１次候補者」という。）を定めるために、

代議員会を設ける。 

２ 代議員会は、１０人を限度として第１次候補者を定め、選考会議に通知する。 

３ 代議員会の構成及び第１次候補者を定める方法については別に定める。 

（経営協議会からの推薦） 

第７条 選考会議は、前条の規定によるほか、経営協議会に第１次候補者の推薦を求める

ものとする。 

２ 前項の規定による第１次候補者の数は、２人程度とし、前条の規定による第１次候補

者と重複することを妨げない。 

（候補者の選定） 

第８条 選考会議は、第１次候補者の各々に対し、第４条の規定により提示した求められ

る総長像に照らし、面接を含めた調査を行い、その結果に基づいて、３人以上５人以内

の第２次総長候補者（以下「第２次候補者」という。）を定めるものとする。 

（告示及び通知） 

第９条 選考会議は、第２次候補者の氏名を５０音順により告示し、又は通知する。 

２ 前項の告示及び通知には、各第２次候補者の経歴及び業績を記載するものとする。 

（意向投票） 

第１０条 選考会議は、前条の第２次候補者について、学内の意向投票を行う。 

２ 意向投票の方法については別に定める。 
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（総長予定者の決定） 

第１１条 選考会議は、第８条の調査及び前条の意向投票の結果を考慮して総長予定者を

決定する。 

２ 前項の総長予定者が、次条第１項第１号又は第４号に該当することが明らかになった

ときは、選考会議は当該決定を取り消し、改めて総長予定者を決定する。 

３ 選考会議が第１項の決定を前項により取り消そうとする場合には、第１項の総長予定

者に対し、あらかじめ意見陳述の機会を付与するものとする。 

第３章 総長解任の申出 

（解任の申出） 

第１２条 総長が、次の各号の一に該当する場合は、選考会議は総長の解任を文部科学大

臣に理由を付して申し出るものとする。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合 

(2) 職務上重大な義務違反があると認められる場合 

(3) 職務の執行が適当でないため、国立大学法人東京大学の業務の実績が悪化した場合

であって、総長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められる場合 

(4) その他総長たるに適しないと認められる場合 

２ 前項第２号、第３号及び第４号による解任の申出は、経営協議会又は教育研究評議会

の発議に基づいてこれを行うものとする。 

（意見陳述の機会の付与） 

第１３条 選考会議が前条により解任の申出をしようとする場合には、総長に対し、あら

かじめ意見陳述の機会を付与するものとする。 

（総長への通知） 

第１４条 選考会議が第１２条により解任の申出をする場合には、総長に対し、これをそ

の理由とともに通知するものとする。 

   第４章 総長の中間評価 

 （実施方法） 

第１５条 選考会議は、総長就任以後３年を経過する日までの間における業務の実績に基

づいて、中間評価を行う。 

２ 選考会議が中間評価を行うに当たっては、総長に対し、中間評価に係る自己評価書（以

下「評価資料」という。）の提出を求めるものとする。 

３ 選考会議は、経営協議会及び教育研究評議会の構成員（総長、理事及び東京大学教育

研究評議会規則第３条第２項の評議員を除く。）並びに監事に対し、評価資料に関する

意見を求めるものとする。 

４ 選考会議は、評価資料及び前項の意見その他選考会議が必要と認めるものに基づき評

価案を作成し、総長及び必要に応じ理事に対して質疑を行った後、中間評価を決定する

ものとする。 

 （通知及び公表） 

第１６条 選考会議は、前条による中間評価の結果を総長に通知する。 

２ 選考会議は、中間評価の結果及びその過程を公表するものとする。 

第５章 補則 

（本内規の改廃） 

第１７条 この内規の改廃は、議長が選考会議に諮って、これを行う。 

 

附 則 



 

この内規は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１６年６月１５日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成２０年１月２２日から施行する。 

２ 平成１６年に選考の開始を公示された選挙の期日において選挙資格を有していた東京

大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程の適用を受ける客員教員、特任教員等であ

って現に教授会構成員である者の選挙資格については、改正後の第４条第２項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表２の本部の区分に係る第７条第１項第２号の規定の適用については、同

区分を改正前の同表の総務部から研究協力部までの６区分と同数として取り扱う。 

附 則 

この内規は、平成２０年６月１７日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２２年９月２１日から施行し、改正後の東京大学総長選考会議内規の

規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２４年４月１８日から施行し、改正後の東京大学総長選考会議内規の

規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２６年７月８日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年３月１３日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年１１月２０日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月２８日から施行する。 

 




